
在園状況 新規 ・ 在園（　　　　　　　　　　　　）

在園状況 新規 ・ 在園（　　　　　　　　　　　　）

〈保護者へのお願い〉
※書類の提出は毎月20日までにお願いします。提出後、翌月からの変更となります。
※記載内容が事実と異なると判明した場合、入所の取消または退所となる場合があります。
※黒のボールペンまたは黒インクで記入してください。消せるボールペンや鉛筆では記入しないでください。

（ふりがな）
児童氏名

年齢
R4.4.1時点

在園状況 新規 ・ 在園（　　　　　　　　　　　　）

保護者
記入欄

年齢
R4.4.1時点

（ふりがな）
児童氏名

年齢
R4.4.1時点

（ふりがな）
児童氏名

曜日（□月　□火　□水　□木　□金　□土　□日）/時間（□午前　□午後　　　時　　　分から□午前　□午後　　　時　　　分まで）

曜日（□月　□火　□水　□木　□金　□土　□日）/時間（□午前　□午後　　　時　　　分から□午前　□午後　　　時　　　分まで）

曜日（□月　□火　□水　□木　□金　□土　□日）/時間（□午前　□午後　　　時　　　分から□午前　□午後　　　時　　　分まで）

曜日（□月　□火　□水　□木　□金　□土　□日）/時間（□午前　□午後　　　時　　　分から□午前　□午後　　　時　　　分まで）　□デイサービス

※保育所入所等への入所申込の際には、別紙「診断書（看護・介護証明用）」に添付してご提出ください。

時間
1週間の日中介護（看護）時間合計

受けている介護サービス　※該当するものにチェック☑して下さい。

　□ホームヘルプサービス

　□訪問看護リハビリテーション

　□訪問看護

時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間
1日の介護（看護）時間合計

児童との続柄

□　受けています（※1）　　　　　　□　受けていません

調査日 調査印 確認 様 備考

　□デイケア

　□その他（　　 　　　　）

曜日（□月　□火　□水　□木　□金　□土　□日）/時間（□午前　□午後　　　時　　　分から□午前　□午後　　　時　　　分まで）

曜日（□月　□火　□水　□木　□金　□土　□日）/時間（□午前　□午後　　　時　　　分から□午前　□午後　　　時　　　分まで）

以下、町処理欄

調査日 調査印 確認 様 備考

※1　介護保険被保険者証、居宅サービス計画書(1)(2)、週間サービス計画票、サービス利用票　の写しを添付して下さい。
要介護認定

19時 着脱の介助

20時以降

18時 食事介助

　看護（介護）申立書
　嘉手納町長　　殿
　下記の者について、以下のとおり申し立てます。　　　　　　　　記入日：　　 　 　年　  　月　 　 日

児童との続柄

　　　　　     　　　　　㊞ 生年月日

介護をしている方（申立者）

氏名

住所

１週間の平均的な介護（看護）の状況

14時

11時

13時 食事介助

介護が必要な方

氏名 生年月日

住所

17時

15時

12時

入浴介助

7時

6時 起床.食事介助

8時

9時

10時 病院の付添い

通院・診察

16時

時間 （記入例） 月 火 水 木 金 土 日



病名： 症状：

入院期間： 看護・介護が必要と推定される期間：

年 月 日から 年 月 日から

年 月 日まで 年 月 日まで

診断書作成年月日

医療機関名

住所

医師名 印

（ ）

在園状況： 新規申込 ・ 在園 （ ）

【診断を受けた方を看護・介護する方】

氏名：

住所：

保護者
記入欄

児童氏名：

児童との続柄：　父・母・その他（　　　　　　　）

※「看護・介護が必要と推定される期間」を保育を必要とする期間とみなします。症状が軽減されましたら教育総務課までご連絡ください。

【お問い合わせ】　嘉手納町教育委員会 教育総務課 教育総務係　０９８－９５６－１１１１（内線２５７）

※この診断書は、保育所入所等への入所申込の際に児童を保育できない理由および必要度を確認するための資料として使用します。

住所：

　初診年月日：　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

診断を受ける方に対する看護・介護の必要度について（該当するもの一つにチェック☑をご記入ください。）

　　　年　　　月　　　日

生年月日： 　　　　　　年　　　　月　　　　日

診　　　断　　　書
〔看護・介護証明用〕

※保育所入所等への入所申込の際には、別紙「看護（介護）申立書」を添付してご提出ください。

【診断を受ける方】

氏名：

※入院期間に家族による常時の看護を

１． 要する ２． 要さない ※見込みで構いませんので必ずご記入ください。

≪身体≫

□ 生活全般において、全面的な介助が必要。

□ 入浴・排泄・衣服の着脱など多くの日常の行為に全面的な介助が必要。

□ 起き上がり、寝返りが自分ではできず、排泄、入浴、衣服の着脱などに介助が必要。

□ 起き上がり、寝返りが自分では難しく、排泄、入浴などに一部または全部の介助が必要。

□ 立ち上がりや歩行が安定せず、排泄、入浴などに一部介助が必要。

□ 基本的に日常生活は営めるが、入浴等に一部介助が必要。

□ 基本的に日常生活は営める（介助不要）。

≪精神≫
□ 精神的な疾患により情動がきわめて不安定なため、常時の看護が必須。
□ 精神的な疾患により情動が不安定なため、一部の看護が必要。
□ 精神的な疾患はあるが治療等により落ち着いており、基本的に日常生活は営める（看護不要）。


